
○国立大学法人鹿児島大学共同研究取扱規則 

平成19年６月29日 

規則第75号 

国立大学法人鹿児島大学共同研究費取扱規則(平成16年規則第83号)の全部を改正する。 

(趣旨) 

第１条 この規則は、国立大学法人鹿児島大学(以下「本学」という。)と民間等外部の機関

(以下「学外機関等」という。)との共同研究の実施に関し必要な事項を定める。 

(定義) 

第２条 この規則において次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。 

(1) 「共同研究」とは、次に掲げるものをいう。 

① 本学において、学外機関等から研究員及び研究経費等を受入れて、本学の職員が学

外機関等の研究員と共通の課題について共同で行う研究 

② 本学及び学外機関等において、共通の課題について分担して行う研究で、本学にお

いて、学外機関等から研究員及び研究経費等、又は研究経費等を受入れて行う研究 

③ 本学及び学外機関等において共通の課題について分担して行う研究で、研究経費等

の受入れがないもの 

(2) 「部局等」とは、事務局、各学部、附属病院、各研究科、機構又は機構の各センタ

ー、ヒトレトロウイルス学共同研究センター及び各学内共同教育研究施設をいう。 

(3) 「部局長」とは、前号に定める部局等の長(事務局長を置かない場合の事務局にあっ

ては研究推進部長)をいう。 

(4) 「研究代表者」とは、本学で行われる共同研究を総括する者をいう。 

(5) 「学外共同研究員」とは、学外機関等において、現に研究業務に従事しており、共

同研究のために当該学外機関等に在職したまま一定期間本学に派遣される者をいう。 

(6) 「直接経費」とは、当該共同研究遂行上、本学が必要とする謝金、旅費、研究支援

者等の人件費、設備費、消耗品費、光熱水料等の直接的な経費をいう。 

(7) 「間接経費(研究管理経費)」とは、当該共同研究遂行に関連して直接経費以外に必

要となる経費のうち、研究開発環境の改善や大学全体の機能の向上に必要となる経費を

いう。 

(8) 「学術貢献費」とは、本学の研究代表者及び研究分担者(以下「研究代表者等」とい

う。)の人件費相当額及び研究代表者等が有する学術的な知的貢献への対価として、必

要に応じて計上する経費をいう。 

(9) 「戦略的産学連携経費」とは、研究力向上、知的財産の管理及び活用に係る経費の

ほか産学官連携機能強化に資する人材の人件費など、本学における中長期的な産学官連

携活動の発展に向けたマネジメント経費をいう。 

(10) 「間接経費」とは、間接経費(研究管理経費)、学術貢献費及び戦略的産学連携経費

を合わせた経費をいう。 



(実施の基準) 

第３条 共同研究は、本学の教育研究に有意義であり、かつ、本学の業務に支障を生ずるお

それがないと認められる場合に限り実施できるものとする。 

(共同研究の申込み) 

第４条 共同研究の申請をしようとする学外機関等は、共同研究申込書を本学の研究代表者

が所属する部局長に提出するものとする。 

２ 学外機関等は、前項の申込書を提出する場合において、あらかじめ本学の研究代表者と

共同研究の内容及び研究担当者の役割について協議するものとする。 

(受入れの決定等) 

第５条 共同研究の受入れは、当該部局等の部局長が決定するものとする。ただし、第11

条第５項の規定に基づき、間接経費(研究管理経費)の減額又は免除を行う場合には、部局

長は、部局等での審査を経て学長に受入れを申請する。 

２ 部局長は、共同研究の分担者が、他の部局等に所属している場合において受入れの決定

をする際には、あらかじめ当該他の部局長の同意を得なければならない。 

３ 学長は第１項ただし書の申請があったときは、その内容を審査し、受入れの決定及び当

該部局長にその内容を通知するものとする。 

(受入れの通知) 

第６条 部局長は、共同研究の受入れを決定したとき、又は前条第３項の通知を受けたとき

は、当該学外機関等及び契約担当役にその旨を通知するものとする。 

(契約の締結) 

第７条 契約担当役は、前条の通知を受けたときは、学外機関等と共同研究契約書により契

約を締結し、当該契約書を部局長に送付するものとする。ただし、契約締結にあたり必要

と認められる場合は、学外機関等と協議の上、契約書の条文を加除・修正することができ

るものとする。 

２ 部局長は、前項による報告を受けたときは、出納命令役に関係書類を引き継がなければ

ならない。 

(研究場所・施設等の利用) 

第８条 本学の職員は、共同研究のために必要な場合には、学外機関等の施設において研究

を行うことができるものとする。 

２ 学外共同研究員が共同研究遂行のため必要がある場合には、学外機関等と協議の上、本

学の教育研究施設等を利用させることができる。 

３ 部局長は、共同研究の遂行上必要があると認めるときは、学外機関等と協議の上、学外

機関等の所有に係る設備を無償で受け入れ、共同で使用することができるものとする。 

(派遣の取扱い) 

第９条 第３条、第５条及び第６条の規定は、本学の職員を派遣し又は本学が研究経費等を

負担する場合に準用する。 



(学外共同研究員の研究料) 

第10条 学外共同研究員の研究料の額は、会計年度内において受け入れる者１人につき、共

同研究期間が６ヶ月を超える場合は440,000円とし、６ヶ月以内の場合は、220,000円とす

る。この場合において、派遣期間が６ヶ月に満たない場合においても月割り計算は行わな

いものとする。 

２ 学外機関等は、共同研究期間の研究料の合計額を本学が指定する期日までに支払わなけ

ればならない。 

３ 既納の研究料は、返還しない。 

(研究経費の負担等) 

第11条 共同研究を受け入れる部局等は、共同研究遂行のために、その施設設備を利用させ

るとともに、当該施設設備の維持管理に必要な経常経費等を負担するものとする。 

２ 学外機関等は、直接経費と間接経費(研究管理経費)の合算額(以下「研究経費」という。)

を負担するものとし、原則として当該共同研究の開始前に一括して、出納命令役が発する

請求書により、納入しなければならない。 

３ 前項の規定にかかわらず、本学が学外機関等と協議し合意した場合は、研究経費に加え

て学術貢献費及び戦略的産学連携経費を学外機関等に負担させることができるものとし、

取扱いについては別に定める。 

４ 間接経費(研究管理経費)の額は、直接経費の30％に相当する額とする。ただし、学外機

関等が国等のプロジェクト経費、競争的資金等をもって研究を申請し、当該プロジェクト

経費等に間接経費(研究管理経費)の全部又は一部が措置されていない場合は、この限りで

はない。 

５ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合であって、学長が認めた

ときは、間接経費(研究管理経費)を減額又は免除することができるものとする。 

(1) 学外機関等が国、認可法人、独立行政法人又は地方公共団体の場合であって、財政

事情により間接経費(研究管理経費)を措置できない場合 

(2) その他やむを得ない事由がある場合 

６ 戦略的産学連携経費の額は、学術貢献費の30％に相当する額とする。 

７ 出納命令役は、研究経費が納入されたときは、部局長に通知するものとする。 

８ 共同研究を受け入れる部局等は、必要に応じて直接経費の一部を負担することができる

ものとする。 

９ 共同研究を完了し、又は次条の規定により共同研究を中止したときに、納入された研究

経費に不用が生じた場合は、学外機関等は、不用となった額の返還を請求できるものとす

る。なお、本学は、学外機関等からの返還請求があった場合においては、これに応じなけ

ればならない。 

10 学外機関等における研究に要する経費は、当該学外機関等が負担するものとする。 

(共同研究の中止又は期間の延長) 



第12条 研究代表者は、共同研究を中止し、又は研究期間を延長しなければならない事由が

生じたときは、直ちに部局長にその旨を報告しなければならない。 

２ 部局長は、前項の報告を受けた場合において、共同研究の実施上やむを得ない事由があ

るときは、学外機関等と協議の上、当該共同研究を中止し、又は研究期間を延長すること

ができるものとする。この場合、部局長は当該事実について、契約担当役に通知しなけれ

ばならない。 

３ 契約担当役は、前項の通知があった場合、契約を解除又は期間延長の変更契約を締結す

るものとする。 

(設備の帰属等) 

第13条 研究経費により新たに取得した設備等は、原則として本学に帰属する。 

２ 第11条第10項の経費により新たに取得した設備等は、当該学外機関等に帰属する。 

(進行状況の報告等) 

第14条 研究代表者は、学外機関等と共同して、共同研究の進行状況の把握に努め、研究期

間中、必要に応じて、相互に進行状況について報告するとともに、進行その他について協

議するものとする。 

(実績報告書の作成) 

第15条 研究代表者は、共同研究実施期間中に得られた研究成果について、学外機関等と協

力して、実績報告書として取りまとめ、部局長へ提出するものとする。 

(共同研究の完了) 

第16条 共同研究が完了したときは、研究代表者は、部局長にその旨を報告しなければなら

ない。 

２ 部局長は、前項の報告を受けたときは、契約担当役及び学外機関等にその旨を通知する

ものとする。 

(知的財産の取扱い) 

第17条 共同研究における知的財産の取扱いは、契約書によるものとし、契約書に定めのな

い事項については、国立大学法人鹿児島大学知的財産規則(平成16年規則第41号)によるも

のとする。 

(研究成果の公表) 

第18条 共同研究による研究成果は、原則として公表するものとする。 

２ 部局長は、公表の時期及び方法について、必要な場合には、特許権等の取得の妨げにな

らない範囲において、学外機関等と協議の上、契約書等において定めるものとする。 

(秘密の保持) 

第19条 部局長は、共同研究に関する契約の締結にあたり、相手方から開示若しくは提供を

受け又は知り得た情報については、あらかじめ協議の上、非公開とする旨、定めることが

できるものとする。ただし、法令に基づき開示されるものは除く。 

(その他) 



第20条 本規則に定めるもののほか、共同研究の実施に関し必要な事項は、別に定める。 

附 則 

１ この規則は、平成19年６月29日から施行する。 

２ この規則の施行日の前日までに複数年契約を締結した共同研究の取扱いについては、改

正後の規則にかかわらず、なお従前の例による。 

附 則 

この規則は、平成22年２月19日から施行する。 

附 則 

この規則は、平成24年４月１日から施行する。 

附 則 

この規則は、平成26年４月１日から施行する。 

附 則 

この規則は、平成27年４月１日から施行する。 

附 則 

この規則は、平成28年10月１日から施行する。 

附 則 

この規則は、平成29年４月１日から施行する。 

附 則 

この規則は、平成30年４月１日から施行する。 

附 則 

この規則は、平成31年４月１日から施行する。 

附 則 

この規則は、令和元年９月１日から施行する。ただし、次のいずれかに該当する共同研究

に関する学外共同研究員の受入れについては、改正後の第10条の規定にかかわらず、なお従

前の例による。 

(1) 施行日の前日までに契約を締結した共同研究 

(2) 施行日の前日までに契約を締結し、施行日以後に変更契約を締結する共同研究 

附 則 

この規則は、令和元年10月１日から施行する。 

附 則 

１ この規則は、令和２年10月１日から施行する。 

２ この規則の施行日の前日までに契約を締結した共同研究の間接経費(研究管理経費)は、

改正後の第11条第３項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

３ 令和４年３月31日までに契約を締結する中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第２条

に規定する中小企業との共同研究の間接経費(研究管理経費)は、改正後の第11条第３項の

規定にかかわらず、10％以上30％未満の範囲内とすることができる。 



附 則 

この規則は、令和２年４月30日から施行し、令和２年４月１日から適用する。 

附 則 

この規則は、令和３年４月５日から施行する。 

附 則 

この規則は、令和４年４月１日から施行する。 

附 則 

この規則は、令和６年４月１日から施行する。 

附 則 

この規則は、令和７年４月１日から施行する。 

 


